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住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

を
導
入
す
る
人
に
そ
の
経
費
の
一

部
を
補
助
す
る
、
住
宅
用
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
導
入
補
助
金
の
申

請
を
６
月
１
日
㈫
か
ら
受
け
付
け

ま
す
。

　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
一
般

住
宅
に
設
置
す
る
場
合
、
１
キ
ロ

ワ
ッ
ト
当
た
り
４
万
円
（
最
高

16
万
円
ま
で
）
を
補
助
し
ま
す
。

対
象　

市
内
で
電
灯
契
約
を
結
ん

で
い
る
、
新
築
ま
た
は
既
築
に

住
宅
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を

設
置
ま
た
は
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
付
き
新
築

住
宅
を
購
入
す
る
個
人
で
、
か

つ
、
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

人
※　

既
に
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

を
設
置
ま
た
は
設
置
工
事
の
開

始
を
し
て
い
る
人
は
対
象
外
で

す
。

※　

詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ま
た
は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合　

環
境
保
全
課

温
暖
化
対
策
担
当
（

423
・

９
４
６
３
）

　3月に普通ごみ有料指定袋及び粗大ごみ処理券取扱所を、全戸配布ちらし
でお知らせしましたが、下表の店舗でも取り扱っています。
問合　生活環境課管理担当（423－9439）

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
の
導
入
を
補
助
し
ま
す

有料指定袋及び粗大ゴミ処理券取扱所

　

指
定
管
理
者
制
度
に
よ
り
管

理
・
運
営
す
る
「
牛
滝
温
泉
い
よ

や
か
の
郷
」
で
、
一
時
的
に
牛
滝

川
の
河
川
水
を
使
用
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
、

利
用
者
の
皆
さ
ん
に
ご
心
配
・
ご

迷
惑
を
お
掛
け
し
た
こ
と
に
対

し
、
お
詫わ

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
問
題
を
受
け
、
浴
槽
へ
の

河
川
水
の
使
用
禁
止
を
再
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
河
川
水
を
く
み
上

げ
て
い
た
配
管
の
撤
去
を
行
い
ま

し
た
。

　

ま
た
、
安
心
し
て
ご
利
用
い
た

だ
け
る
よ
う
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌

発
生
予
防
と
水
質
管
理
の
た
め
、

営
業
時
間
中
は
、
一
時
間
毎
に
浴

槽
水
の
残
留
塩
素
濃
度
測
定
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
４
月
か
ら
は
２
週
間

に
一
度
、
市
職
員
が
施
設
に
立
ち

入
り
、
水
質
検
査
結
果
を
始
め
と

す
る
各
検
査
結
果
の
確
認
や
、
施

設
の
運
営
状
況
、
稼
動
状
況
を
点

検
す
る
な
ど
、
再
発
防
止
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
に
安
心
し
て
ご
利
用
い

牛
滝
温
泉
い
よ
や
か
の
郷
で
の

牛
滝
温
泉
い
よ
や
か
の
郷
で
の

不
適
切
な
管
理
・
運
営
に
対
す
る
今
後
の
対
応

不
適
切
な
管
理
・
運
営
に
対
す
る
今
後
の
対
応

一
刻
も
早
く
信
頼
が
回
復
で
き
る
よ
う
、

一
刻
も
早
く
信
頼
が
回
復
で
き
る
よ
う
、

再
発
防
止
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

再
発
防
止
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
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2222
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ー
ト

年
度
ス
タ
ー
ト

倒
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・
解
雇
な
ど
で
離
職
さ

倒
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・
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れ
た
人
へ　

国
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れ
た
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険

料
が
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減
さ
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ま
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（
非
自
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さ
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す
（
非
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発
的
失
業
者
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減
）

発
的
失
業
者
軽
減
）

　

雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
る
65

歳
未
満
の
人
で
、
倒
産
や
解
雇
な

ど
に
よ
る
離
職
（
特
定
受
給
資
格

者
）
や
、
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る

離
職
（
特
定
理
由
離
職
者
）
を
さ

れ
た
人
は
、
国
民
健
康
保
険
料
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

軽
減
額　

国
民
健
康
保
険
料
の
算

定
対
象
と
な
る
前
年
所
得
の
う

ち
、
給
与
所
得
を
そ
の
１
０
０

分
の
30
と
見
な
し
、
国
民
健
康

保
険
料
を
算
定
し
ま
す

軽
減
期
間　

離
職
日
の
翌
日
の
属

す
る
月
か
ら
そ
の
月
の
属
す
る

年
度
の
翌
年
度
末
ま
で

※　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
中

は
、
途
中
で
就
職
し
て
も
引
き

続
き
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
会

社
の
社
会
保
険
に
加
入
す
る
な

ど
で
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す

る
と
軽
減
は
終
了
し
ま
す
。

※　

軽
減
を
受
け
る
に
は
届
け

出
が
必
要
で
す
。
そ
の
際
、
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
・
国
民

健
康
保
険
証
・
印
鑑
が
必
要
で

す
。

問
合　

保
険
年
金
課
賦
課
担
当

（

423
・
９
４
５
８
）

仮
算
定
保
険
料
の
納
入
通
知

仮
算
定
保
険
料
の
納
入
通
知

書
は
４
月
中
旬
に
送
付

書
は
４
月
中
旬
に
送
付

　

４
〜
６
月
の
期
間
は
平
成
21
年

度
保
険
料
を
も
と
に
仮
算
定
保
険

料
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
７
月
に
、
平
成
21
年

中
の
所
得
金
額
な
ど
を
も
と
に
平

成
22
年
度
保
険
料
を
確
定
し
、
４

〜
６
月
の
過
不
足
額
は
７
月
以
降

の
納
期
で
調
整
し
ま
す
。

　

前
記
の
非
自
発
的
失
業
以
外
の

失
業
な
ど
で
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
場
合
、
７
月
本
算
定
以
降
に

減
免
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

問
合　

保
険
年
金
課
賦
課
担
当

（

423
・
９
４
５
８
）

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
へ

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
へ

　

４
月
１
日
以
前
か
ら
国
民
健
康

保
険
に
引
き
続
き
加
入
し
て
い

る
、
昭
和
10
年
７
月
１
日
〜
昭
和

46
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
人
へ
、

特
定
健
康
診
査
受
診
券
を
送
付
し

ま
し
た
。
取
り
扱
い
医
療
機
関
一

覧
を
同
封
し
て
い
ま
す
の
で
、
生

活
習
慣
病
予
防
と
健
康
づ
く
り
の

た
め
、
年
に
一
度
は
必
ず
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。
届
か
な
い
場
合
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※　

４
月
１
日
に
資
格
取
得
し

た
人
へ
は
５
月
末
に
送
付
し
ま

す
。

※　

４
〜
６
月
に
75
歳
に
な
る
人

に
は
受
診
期
間
の
関
係
で
送
付

し
て
い
ま
せ
ん
。
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
健
康
診
査
を
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

※　

国
民
健
康
保
険
以
外
の
医
療

保
険
（
勤
め
先
の
健
康
保
険
な

ど
）
加
入
者
は
、
加
入
し
て
い

る
医
療
保
険
の
保
険
者
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

問
合　

保
険
年
金
課
給
付
資
格
担

当
（

423
・
９
４
５
７
）

介
護
保
険
被
保
険
者
へ

介
護
保
険
被
保
険
者
へ

　

65
歳
以
上
（
５
月
末
現
在
）

で
、
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
な
い
人
へ
、
生
活
機
能

評
価
（
介
護
予
防
健
診
）
受
診
券

を
送
付
し
ま
し
た
。
同
封
の
市
内

医
療
機
関
で
65
歳
の
誕
生
日
の
前

日
か
ら
受
診
で
き
ま
す
。
届
か
な

い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※　

6
月
1
日
以
降
に
65
歳
に
な

る
人
へ
は
誕
生
月
に
送
付
し
ま

す
。

※　

65
歳
以
上
の
人
で
、
「
特
定

健
康
診
査
受
診
券
」
と
「
生
活

機
能
評
価
受
診
券
」
が
両
方
届

い
て
い
る
人
は
、
同
時
に
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合　

高
齢
介
護
課
介
護
保
険
担

当
（

423
・
9
4
7
5
）

健
診
内
容
に
関
す
る
問
合　

保
健

セ
ン
タ
ー(


423
・
８
８
１
１)

特
定
健
康
診
査
と
生
活
機
能
評
価
の

特
定
健
康
診
査
と
生
活
機
能
評
価
の

「
受
診
券
」
を
送
付

「
受
診
券
」
を
送
付 た

だ
け
る
よ
う
、
健
全
な
施
設
の

管
理
・
運
営
に
、
今
後
一
層
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

問
合　

商
工
観
光
課
観
光
担
当

（

423
・
９
４
８
６
）

※　3月31日現在

き し わ だ広報 ４
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